
目

次

告

示

△

公
有
水
面
埋
立
て
の
竣
し
ゅ
ん
功
の
認
可(

二
件)

(

港
湾
管
理
室)

…
…
…
一

公
営
企
業
部
公
告

△

落
札
者
等
の
公
示(

四
件)

三

公
安
委
員
会
公
告

△

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
特
例
措
置
講
習
の
実
施

五

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第

226号

公
有
水
面
埋
立
法
(大
正

10年
法
律
第

57号

。以
下
｢法
｣
と
い
う

。)
第

22条
の
規
定
に
よ
っ
て�

公

有
水
面
埋
立
て
の
竣 し
ゅ
ん功
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た

。

平
成

19年
３
月
９
日

蒲
刈
港
港
湾
管
理
者

広
島
県

代
表
者

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

１
竣 し
ゅ
ん功
認
可
年
月
日

平
成

19年
３
月
２
日

２
竣 し
ゅ
ん功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

�
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県

�
代
表
者
の
氏
名

知
事

藤
田

雄
山

３
埋
立
区
域

�
位
置

呉
市
下
蒲
刈
町
三
之
瀬
字
南
町

272番
１
に
接
す
る
護
岸
か
ら
同
字

244番
１
を
経
て
同
字

199番
３

に
接
す
る
道
に
至
る
間
の
土
地
の
地
先

�
区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
１
の
地
点
と

36の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域

。

１
の
地
点

広
島
県
呉
市
下
蒲
刈
町
下
島
字
小
地
蔵

632番
の
国
土
地
理
院
四
等
三
角
点
｢三
之

瀬
｣
(北
緯

34度
11分

12秒
5634�

東
経

132度
40分

41秒
8505�

標
高

175.69ｍ
)

か
ら

94度
09分

06

秒

774.45ｍ
の
地
点

２
の
地
点

１
の
地
点
か
ら

136度
38分

12秒
0.42ｍ

の
地
点

３
の
地
点

２
の
地
点
か
ら

186度
26分

50秒
25.75ｍ

の
地
点

４
の
地
点

３
の
地
点
か
ら

165度
37分

09秒
39.63ｍ

の
地
点

５
の
地
点

４
の
地
点
か
ら

158度
39分

52秒
17.44ｍ

の
地
点

６
の
地
点

５
の
地
点
か
ら

161度
26分

56秒
0.69ｍ

の
地
点

７
の
地
点

６
の
地
点
か
ら

321度
03分

12秒
2.19ｍ

の
地
点

８
の
地
点

７
の
地
点
か
ら

307度
25分

58秒
1.86ｍ

の
地
点

９
の
地
点

８
の
地
点
か
ら

296度
36分

44秒
11.94ｍ

の
地
点

10の
地
点

９
の
地
点
か
ら

215度
50分

26秒
2.77ｍ

の
地
点

11の
地
点

10の
地
点
か
ら

310度
25分

02秒
3.47ｍ

の
地
点

12の
地
点

11の
地
点
か
ら

337度
09分

53秒
1.76ｍ

の
地
点

13の
地
点

12の
地
点
か
ら

340度
52分

37秒
7.10ｍ

の
地
点

14の
地
点

13の
地
点
か
ら

73度
48分

46秒
0.94ｍ

の
地
点

15の
地
点

14の
地
点
か
ら

74度
56分

08秒
7.90ｍ

の
地
点

16の
地
点

15の
地
点
か
ら

31度
29分

27秒
0.35ｍ

の
地
点

17の
地
点

16の
地
点
か
ら

345度
58分

11秒
7.05ｍ

の
地
点

18の
地
点

17の
地
点
か
ら

345度
38分

10秒
13.15ｍ

の
地
点

19の
地
点

18の
地
点
か
ら

258度
27分

00秒
9.50ｍ

の
地
点

20の
地
点

19の
地
点
か
ら

354度
27分

38秒
3.86ｍ

の
地
点

21の
地
点

20の
地
点
か
ら

356度
48分

33秒
3.44ｍ

の
地
点

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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22の
地
点

21の
地
点
か
ら

359度
06分

39秒
3.67ｍ

の
地
点

23の
地
点

22の
地
点
か
ら

92度
06分

58秒
0.76ｍ

の
地
点

24の
地
点

23の
地
点
か
ら

3度
22分

39秒
0.98ｍ

の
地
点

25の
地
点

24の
地
点
か
ら

275度
03分

56秒
0.76ｍ

の
地
点

26の
地
点

25の
地
点
か
ら

6度
03分

24秒
11.34ｍ

の
地
点

27の
地
点

26の
地
点
か
ら

89度
48分

49秒
0.57ｍ

の
地
点

28の
地
点

27の
地
点
か
ら

103度
46分

41秒
0.40ｍ

の
地
点

29の
地
点

28の
地
点
か
ら

5度
15分

12秒
1.63ｍ

の
地
点

30の
地
点

29の
地
点
か
ら

96度
32分

13秒
4.12ｍ

の
地
点

31の
地
点

30の
地
点
か
ら

96度
31分

59秒
2.95ｍ

の
地
点

32の
地
点

31の
地
点
か
ら

6度
05分

33秒
19.24ｍ

の
地
点

33の
地
点

32の
地
点
か
ら

63度
52分

41秒
1.38ｍ

の
地
点

34の
地
点

33の
地
点
か
ら

349度
18分

22秒
0.23ｍ

の
地
点

35の
地
点

34の
地
点
か
ら

12度
22分

20秒
0.31ｍ

の
地
点

36の
地
点

35の
地
点
か
ら

95度
53分

51秒
0.45ｍ

の
地
点

�
面
積

589.83平
方
メ

ート
ル

４
埋
立
免
許
の
告
示
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成

16年
３
月

31日
広
島
県
告
示
第

524号

(平
成

16年
３
月

23日
付
け
指
令
港
管
第

70号
で
免
許
)

５
法
第

22条
第
３
項
の
市
町
名

呉
市

広
島
県
告
示
第

227号

公
有
水
面
埋
立
法
(大
正

10年
法
律
第

57号

。以
下
｢法
｣
と
い
う

。)
第

22条
の
規
定
に
よ
っ
て�

公

有
水
面
埋
立
て
の
竣 し
ゅ
ん功
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た

。

平
成

19年
３
月
９
日

中
田
港
港
湾
管
理
者

広
島
県

代
表
者

広
島
県
知
事

藤
田

雄
山

１
竣 し
ゅ
ん功
認
可
年
月
日

平
成

19年
３
月
２
日

２
竣 し
ゅ
ん功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

�
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

広
島
市
中
区
基
町

10番
52号

広
島
県

�
代
表
者
の
氏
名

知
事

藤
田

雄
山

３
埋
立
区
域

�
位
置

(第
１
工
区
)

江
田
島
市
能
美
町
中
町
字
黒
張

4859番
13か

ら
同

4859番
10に

接
す
る
道
に
接
す
る
堤
を
経
て
同
町

中
町
字
黒
管

5003番
51に

至
る
間
の
地
先

�
区
域

(第
１
工
区
)

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と�

の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域

。

①
の
地
点

江
田
島
市
能
美
町
大
字
麓

410-2番
地
の
国
土
地
理
院
一
等
三
角
点
｢能
美
島
｣
(北

緯
34度

12分
58秒

2068�
東
経

132度
25分

03秒
5365�

標
高

542.00ｍ
)

か
ら

72度
05分

23秒
2,640.81ｍ

の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら

354度
42分

56秒
61.98ｍ

の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら

264度
43分

29秒
99.50ｍ

の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら

264度
39分

29秒
1.02ｍ

の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら

264度
48分

49秒
47.25ｍ

の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら

215度
14分

11秒
61.45ｍ

の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら

305度
04分

01秒
2.06ｍ

の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら

214度
53分

27秒
2.78ｍ

の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら

125度
37分

07秒
2.06ｍ

の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら

215度
17分

59秒
8.40ｍ

の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら

125度
24分

57秒
3.50ｍ

の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら

125度
12分

17秒
10.00ｍ

の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら

125度
55分

50秒
1.00ｍ

の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら

125度
13分

23秒
17.34ｍ

の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら

215度
56分

49秒
1.88ｍ

の
地
点

⑯
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら

125度
24分

12秒
2.47ｍ

の
地
点

⑰
の
地
点

⑯
の
地
点
か
ら

37度
27分

59秒
1.88ｍ

の
地
点

⑱
の
地
点

⑰
の
地
点
か
ら

125度
17分

08秒
7.89ｍ

の
地
点

⑲
の
地
点

⑱
の
地
点
か
ら

214度
03分

42秒
5.77ｍ

の
地
点

⑳
の
地
点

⑲
の
地
点
か
ら

131度
07分

54秒
0.19ｍ

の
地
点
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�
の
地
点

⑳
の
地
点
か
ら

213度
48分

28秒
3.51ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

213度
46分

51秒
2.45ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

122度
54分

51秒
8.19ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

123度
22分

40秒
3.46ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

30度
50分

46秒
1.33ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

31度
05分

32秒
5.58ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

40度
54分

46秒
3.41ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

317度
32分

35秒
1.05ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

51度
01分

57秒
6.57ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

54度
48分

43秒
2.80ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

55度
25分

35秒
30.05ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

55度
25分

38秒
9.36ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

56度
37分

53秒
4.54ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

56度
37分

31秒
8.16ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

56度
37分

15秒
10.88ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

56度
38分

03秒
3.52ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

56度
37分

04秒
1.91ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

51度
33分

44秒
4.71ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

54度
52分

48秒
3.44ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

58度
04分

44秒
15.98ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

174度
15分

13秒
3.50ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

102度
05分

41秒
1.21ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

65度
29分

21秒
2.48ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

65度
28分

53秒
9.06ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

65度
25分

06秒
0.20ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

75度
30分

52秒
4.20ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

75度
31分

16秒
3.58ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

144度
07分

43秒
0.45ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

85度
15分

23秒
12.60ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

84度
42分

35秒
9.58ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

171度
49分

59秒
6.15ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

171度
49分

27秒
4.08ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

171度
52分

12秒
0.47ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

87度
25分

20秒
9.47ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

170度
59分

29秒
0.08ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

170度
44分

21秒
4.20ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

87度
40分

39秒
9.42ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

87度
36分

11秒
0.43ｍ

の
地
点

�
の
地
点�

の
地
点
か
ら

174度
00分

28秒
5.85ｍ

の
地
点

�
面
積

(第
１
工
区
)

10,541.26平
方
メ

ート
ル

４
埋
立
免
許
の
告
示
の
年
月
日
及
び
番
号

平
成

11年
３
月

18日
広
島
県
告
示
第

290号

(平
成

11年
３
月

10日
付
け
指
令
港
第

117号
で
免
許
)

５
法
第

22条
第
３
項
の
市
町
名

江
田
島
市

公公公
営営営
企企企
業業業
部部部
公公公
告告告

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例

を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号
)
第

11条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る

。

平
成

19年
３
月
９
日

広
島
県
広
島
水
道
事
務
所
長

原
君

治

企
決
第
１
号

１
調
達
件
名
及
び
数
量

広
島
県
公
営
企
業
部
東
海
田
ポ
ン
プ
所
で
使
用
す
る
電
気

年
間
使
用
予
定
電
力
量

20,883,920kW
h
(企
一
般

19第
１
号
)

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

広
島
県
広
島
水
道
事
務
所

広
島
市
安
芸
区
畑
賀
町

2970番
地

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成

19年
２
月

27日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

中
国
電
力
株
式
会
社

広
島
市
中
区
小
町
４
番

33号
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５
落
札
金
額

613,551,570円
(３
年
間
予
定
総
額
)

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
公
告
日

平
成

19年
１
月

18日

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例

を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号
)
第

11条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る

。

平
成

19年
３
月
９
日

広
島
県
広
島
水
道
事
務
所
長

原
君

治

企
決
第
２
号

１
調
達
件
名
及
び
数
量

広
島
県
公
営
企
業
部
戸
坂
取
水
場
で
使
用
す
る
電
気

年
間
使
用
予
定
電
力
量

19,199,040kW
h
(企
一
般

19第
２
号
)

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

広
島
県
広
島
水
道
事
務
所

広
島
市
安
芸
区
畑
賀
町

2970番
地

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成

19年
２
月

27日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

中
国
電
力
株
式
会
社

広
島
市
中
区
小
町
４
番

33号

５
落
札
金
額

570,844,215円
(３
年
間
予
定
総
額
)

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
公
告
日

平
成

19年
１
月

18日

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例

を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号
)
第

11条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る

。

平
成

19年
３
月
９
日

広
島
県
沼
田
川
水
道
事
務
所
長

能
地

和
裕

企
決
第
３
号

１
調
達
件
名
及
び
数
量

広
島
県
公
営
企
業
部
本
郷
取
水
場
で
使
用
す
る
電
気

年
間
使
用
予
定
電
力
量

5,968,560kW
h
(企
一
般

19第
３
号
)

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

広
島
県
沼
田
川
水
道
事
務
所

三
原
市
本
郷
町
本
郷

208番
地
の
１

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成

19年
２
月

27日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

中
国
電
力
株
式
会
社
三
原
営
業
所

三
原
市
宮
沖
五
丁
目
９
番
１
号

５
落
札
金
額

213,697,029円
(３
年
間
予
定
総
額
)

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
公
告
日

平
成

19年
１
月

18日

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で�

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例

を
定
め
る
政
令
(平
成
７
年
政
令
第

372号
)
第

11条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る

。

平
成

19年
３
月
９
日

広
島
県
沼
田
川
水
道
事
務
所
長

能
地

和
裕

企
決
第
４
号

１
調
達
件
名
及
び
数
量

広
島
県
公
営
企
業
部
三
原
加
圧
ポ
ン
プ
所
で
使
用
す
る
電
気

年
間
使
用
予
定
電
力
量

2,827,452kW
h
(企
一
般

19第
４
号
)

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

広
島
県
沼
田
川
水
道
事
務
所

三
原
市
本
郷
町
本
郷

208番
地
の
１

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成

19年
２
月

27日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

中
国
電
力
株
式
会
社
三
原
営
業
所
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三
原
市
宮
沖
五
丁
目
９
番
１
号

５
落
札
金
額

111,040,782円
(３
年
間
予
定
総
額
)

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
公
告
日

平
成

19年
１
月

18日

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

27号

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
(平
成

17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

18号
)
附
則
第
２
条
に
規
定
す
る
警
備
業
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
(平
成

16年
法
律
第

50号
)
に
よ
る
改
正
前
の
警
備
業
法
(昭
和

47年
法
律
第

117号
)
第

11条

の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
(以
下
｢旧
資
格
者
証
｣
と

い
う

。)
を
有
す
る
者
に
対
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
(以
下
｢特
例
措
置
講
習
｣
と
い
う

。)
を

次
の
と
お
り
実
施
す
る

。

平
成

19年
３
月
９
日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登

１
実
施
期
日�

実
施
場
所
及
び
定
員

注
講
習
最
終
日
に
は
修
了
考
査
を
行
い�

修
了
考
査
合
格
者
に
は�

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修

了
証
明
書
を
交
付
す
る

。

２
受
講
対
象
者

旧
資
格
者
証
を
有
す
る
者

３
受
講
希
望
手
続

�
受
講
希
望
届
出
書
の
提
出
期
間

ア
１
号
業
務
に
係
る
講
習

�
第
１
回

平
成

19年
３
月

20日
(火
)
か
ら
平
成

19年
３
月

23日
(金
)
ま
で
(国
民
の
祝
日
に
関
す
る

法
律
[昭
和

23年
法
律
第

178号
]
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く

。)
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後
５

時
ま
で

�
第
２
回

平
成

19年
５
月

14日
(月
)
か
ら
平
成

19年
５
月

16日
(水
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
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特
例
措
置
講
習

(
法
第
２
条
第
１
項

第
１
号
に
規
定
す
る

警
備
業
務
(以
下
｢１

号
業
務
｣
と
い
う

。)
に
限
る

。)

講
習
区
分

平
成

19年
９
月

11日
(火
)

か
ら
平
成

19年
９
月

13日
(木
)

ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら

午
後
６
時
ま
で

平
成

19年
６
月

12日
(火
)

か
ら
平
成

19年
６
月

14日
(木
)

ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら

午
後
６
時
ま
で

平
成

19年
４
月

1

0日
(火
)

か
ら
平
成

19年
４
月

12日
(木
)

ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら

午
後
６
時
ま
で

実
施
期
日

実
施

場
所

50名
程
度

50名
程
度

50名
程
度

定
員

第１回 第１回 第３回 第２回 第１回 第４回

特
例
措
置
講
習

(
法
第
２
条
第
１
項

第
４
号
に
規
定
す
る

警
備
業
務
(以
下
｢４

号
業
務
｣
と
い
う

。)
に
限
る

。)

特
例
措
置
講
習

(
法
第
２
条
第
１
項

第
３
号
に
規
定
す
る

警
備
業
務
(以
下
｢３

号
業
務
｣
と
い
う

。)
に
限
る

。)

特
例
措
置
講
習

(
法
第
２
条
第
１
項

第
２
号
に
規
定
す
る

警
備
業
務
(以
下
｢２

号
業
務
｣
と
い
う

。)
に
限
る

。)

平
成

19年
５
月

15日
(火
)

及
び
平
成

19年
５
月

16日
(水
)

の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後

６
時
ま
で

平
成

19年
６
月

26日
(火
)

及
び
平
成

19年
６
月

27日
(水
)

の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後

６
時
ま
で

平
成

19年
８
月
７
日
(火
)

及
び
平
成

19
年
８
月
８
日

(水
)の
午
前
８
時

30分
か
ら

午
後
６
時
ま
で

平
成

19年
７
月

10日
(火
)

及
び
平
成

19年
７
月

11日
(水
)

の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後

６
時
ま
で

平
成

19年
５
月

29日
(火
)

及
び
平
成

19年
５
月

30日
(水
)

の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後

６
時
ま
で

平
成

19年
10月

10日
(水
)

か
ら
平
成

19
年

10
月

12
日

(金
)ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後
６
時
ま
で

広
島
市
中
区
大
手
町
四
丁
目
２
番

27
号

中
央
レ
ジ
デ
ン
ス
３
階

社
団
法
人
広
島
県
警
備
業
協
会

研
修
室

50名
程
度

50名
程
度

50名
程
度

50名
程
度

50名
程
度

50名
程
度

(号外)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

後
５
時
ま
で

�
第
３
回

平
成

19年
８
月

13日
(月
)
か
ら
平
成

19年
８
月

15日
(水
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午

後
５
時
ま
で

�
第
４
回

平
成

19年
９
月

10日
(月
)
か
ら
平
成

19年
９
月

12日
(水
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午

後
５
時
ま
で

イ
２
号
業
務
に
係
る
講
習

�
第
１
回

平
成

19年
４
月

23日
(月
)
か
ら
平
成

19年
４
月

25日
(水
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午

後
５
時
ま
で

�
第
２
回

平
成

19年
６
月

11日
(月
)
か
ら
平
成

19年
６
月

13日
(水
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午

後
５
時
ま
で

�
第
３
回

平
成

19年
７
月
９
日
(月
)
か
ら
平
成

19年
７
月

11日
(水
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午

後
５
時
ま
で

ウ
３
号
業
務
に
係
る
講
習

平
成

19年
５
月

21日
(月
)
か
ら
平
成

19年
５
月

23日
(水
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後

５
時
ま
で

エ
４
号
業
務
に
係
る
講
習

平
成

19年
４
月

16日
(月
)
か
ら
平
成

19年
４
月

18日
(水
)
ま
で
の
午
前
８
時

30分
か
ら
午
後

５
時
ま
で

�
届
出
方
法

ア
受
講
希
望
者
本
人
が�

上
記�

の
提
出
期
間
内
に
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
生

活
安
全
刑
事
課
に
お
い
て�

同
署
備
え
付
け
の
受
講
希
望
届
出
書
に
よ
り
届
出
を
行
う
こ
と

。

イ
受
講
希
望
者
の
数
が
定
員
を
超
え
た
場
合
は�

抽
選
に
よ
り
受
講
予
定
者
を
決
定
す
る

。

ウ
抽
選
の
結
果
及
び
受
講
申
込
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
は�

通
知
等
の
方
法
に
よ
り
連
絡
す
る

。

４
受
講
申
込
手
続

�
受
講
申
込
書
の
配
付
場
所

下
記�

の
場
所
又
は
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
若
し
く
は
生
活
安
全
刑
事
課
に
お
い
て

直
接
受
け
取
る
こ
と

。

�
受
講
申
込
書
の
提
出
先

広
島
市
中
区
光
南
二
丁
目

26番
３
号

別
館
光
南
庁
舎
２
階

広
島
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

�
提
出
書
類

受
講
予
定
者
に
決
定
し
た
者
は�

警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
(申
込
み
前
６
か
月

以
内
に
撮
影
し
た
無
帽�
正
面�
上
三
分
身�
無
背
景
の
縦

3.0セ
ン
チ
メ

ート
ル�
横

2.4セ
ン
チ
メ

ー

ト
ル
の
大
き
さ
の
顔
写
真
を
ち
ょ
う
付
し
た
も
の
)
１
通
に�

旧
資
格
者
証
の
写
し
を
添
付
し
て
上
記

�
の
場
所
に
提
出
す
る
こ
と

。

５
受
講
手
数
料
及
び
納
付
方
法

�
受
講
手
数
料

ア
１
号
業
務
に
係
る
講
習

23,000円

イ
２
号
業
務
に
係
る
講
習

14,000円

ウ
３
号
業
務
に
係
る
講
習

14,000円

エ
４
号
業
務
に
係
る
講
習

10,000円

�
納
付
方
法

受
講
手
数
料
は�

受
講
申
込
書
の
提
出
時
に
各
講
習
の
手
数
料
に
相
当
す
る
額
の
広
島
県
収
入
証
紙

に
よ
り
納
付
す
る
こ
と

。

こ
の
広
島
県
収
入
証
紙
は�

受
講
申
込
書
に
ち
ょ
う
付
せ
ず
消
印
も
し
な
い
こ
と

。

な
お�

納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
返
還
し
な
い

。

６
持
参
物

筆
記
具�

印
鑑�

警
備
業
関
係
法
令
集
(法
令
集
は�

講
習
会
場
に
お
い
て
購
入
可
能
)

７
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

�
広
島
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

電
話
(082)

228－
0110

内
線

3214�
3215

�
広
島
県
内
の
各
警
察
署
の
生
活
安
全
課
又
は
生
活
安
全
刑
事
課
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